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(57)【要約】
【課題】ヘアカラー施術途中のプレーンリンス時から施術後のドライ時に至るまで一貫し
て感触に優れたヘアカラーを提供する。
【解決手段】（Ａ）カチオン性ポリマーの１種以上、（Ｂ）対イオンが塩素又はアルキル
硫酸であるカチオン性界面活性剤の１種以上、（Ｃ）炭化水素油、エステル油、ロウ類及
び植物油から選ばれる１種以上、（Ｄ）ノニオン性界面活性剤の１種以上、（Ｅ）オレイ
ルアルコール及びオレイン酸から選ばれる１種以上、を含有する毛髪化粧料組成物。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（Ａ）～（Ｅ）成分を含有することを特徴とする毛髪化粧料組成物。
　（Ａ）カチオン性ポリマーの１種以上
　（Ｂ）対イオンが塩素又はアルキル硫酸であるカチオン性界面活性剤の１種以上
　（Ｃ）炭化水素油、エステル油、ロウ類及び植物油から選ばれる１種以上
　（Ｄ）ノニオン性界面活性剤の１種以上
　（Ｅ）オレイルアルコール及びオレイン酸から選ばれる１種以上
【請求項２】
前記（Ａ）成分が塩化ジメチルジアリルアンモニウム単位を含有するポリマー、カチオン
化セルロース及びカチオン化グアガムから選ばれる１種以上であることを特徴とする請求
項１に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項３】
前記（Ｂ）成分の含有量に対する（Ｄ）成分の含有量の質量比（Ｄ）／（Ｂ）が１５～１
００の範囲内であることを特徴とする請求項１に記載の毛髪化粧料組成物。
【請求項４】
前記（Ｅ）成分の含有量が０．５質量％以上であることを特徴とする請求項１～請求項３
のいずれかに記載の毛髪化粧料組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は毛髪化粧料組成物に関する。
本発明において、酸化染毛剤、毛髪脱色剤及び毛髪脱染剤を総称してヘアカラーという。
また、ヘアカラーの施術途中であるヘアカラー適用後の水（お湯）による洗い流し時を「
プレーンリンス時」といい、ヘアカラーの施術後の乾燥状態を「ドライ時」という。
　成分の含有量は、特に断りのない限り、「各剤の混合物中の含有量」を意味する。
【背景技術】
【０００２】
　ヘアカラーはアルカリ剤や過酸化水素等の酸化剤を含有しているため、ヘアカラーの施
術は毛髪の感触を損なう環境下にて行われる。そのため、毛髪の感触の悪化を防止すべく
、ヘアカラーには油性成分を初めとする様々な成分が配合されている。
【０００３】
しかし、従来のヘアカラーでは感触面において市場ニーズを必ずしも十分に満たさないも
のが多かった。例えば、ドライ時の感触が優れるものでも、施術途中であるプレーンリン
ス時では感触評価が十分に満足のいくものではない場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－０７４７０５号公報
【０００５】
　上記の特許文献１は、脂肪酸エステル類、アルコール類、カチオン界面活性剤、ノニオ
ン界面活性剤、及び油脂類を含有する毛髪処理剤配合用組成物と、この毛髪処理剤配合用
組成物を含有する毛髪処理剤（ヘアコンディショナー、染毛剤、ウェーブ剤又は仕上げ剤
）を開示する。カチオン性ポリマーを配合する旨の開示は見られない。
【０００６】
　特許文献１に係る毛髪処理剤では、所定の毛髪処理の後にすすぎ及びドライヤー乾燥を
行って仕上げる。そしてヘアカラー施術後の乾燥状態（ドライ時）において髪のしなやか
さ、艶、ソフト感、しっとり感、モツレやキシミの無さ、櫛通りの良さ等の各種の感触を
評価し、いずれも優れるとしている。しかし、施術途中であるすすぎの際（プレーンリン
ス時）の髪の感触については評価していない。
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【０００７】
　一方、カチオン性ポリマーは毛髪への付着性が良く、優れた感触向上効果を示す成分と
して周知であり、ヘアカラーの技術分野でも汎用されている。しかし、従来のヘアカラー
におけるカチオン性ポリマー配合時の「感触」とは、基本的にドライ時の感触であり、プ
レーンリンス時の感触を意味していない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ヘアカラー施術における良好な毛髪の感触は、ヘアカラー施術後のドライ時だけでなく
、施術途中のプレーンリンス時にも望まれる。しかし上記のように、プレーンリンス時及
びドライ時の感触を向上させたヘアカラーの提供という課題は、特に代表的感触向上成分
であるカチオン性ポリマーを配合したヘアカラーにおいてほとんど提案されていない。そ
の背景として、カチオン性ポリマーによるプレーンリンス時の感触向上を困難とする未解
明の事情の存在が考えられる。
【０００９】
　本願発明者はその未解明の事情を探る過程で、「毛髪への付着性に優れる親水性ポリマ
ー化合物であるカチオン性ポリマーは、ドライ状態では満足のいく、良好な感触を与える
のに対し、ウエット状態では、感触そのものは向上するものの、十分に満足いくものでは
なかった。この点は、後述する「発明の効果」欄で更に具体的に述べる。
　そこで本発明は、この知見に基づき、ヘアカラー施術途中のプレーンリンス時から施術
後のドライ時に至るまで一貫して、満足のいく感触に優れたヘアカラーを提供することを
、解決すべき課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　（第１発明の構成）
　上記課題を解決するための本願第１発明は、以下の（Ａ）～（Ｅ）成分を含有する毛髪
化粧料組成物である。
　（Ａ）カチオン性ポリマーの１種以上
　（Ｂ）対イオンが塩素又はアルキル硫酸であるカチオン性界面活性剤の１種以上
　（Ｃ）炭化水素油、エステル油、ロウ類及び植物油から選ばれる１種以上
　（Ｄ）ノニオン性界面活性剤の１種以上
　（Ｅ）オレイルアルコール及びオレイン酸から選ばれる１種以上
【００１１】
　（第２発明の構成）
　上記課題を解決するための本願第２発明は、前記第１発明に係る毛髪化粧料組成物にお
いて、（Ａ）成分が塩化ジメチルジアリルアンモニウム単位を含有するポリマー、カチオ
ン化セルロース及びカチオン化グアガムから選ばれる１種以上である、毛髪化粧料組成物
である。
【００１２】
（第３発明の構成）
　上記課題を解決するための本願第３発明は、前記第１発明に係る毛髪化粧料組成物にお
いて、（Ｂ）成分の含有量に対する（Ｄ）成分の含有量の質量比（Ｄ）／（Ｂ）が１５～
１００の範囲内である、毛髪化粧料組成物である。
【００１３】
　（第４発明の構成）
　上記課題を解決するための本願第４発明は、前記第１発明～第３発明のいずれかに係る
毛髪化粧料組成物において、（Ｅ）成分の含有量が０．５質量％以上である、毛髪化粧料
組成物である。
【発明の効果】
【００１４】
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　（第１発明の効果）
　第１発明によれば、毛髪化粧料組成物が（Ａ）～（Ｅ）成分を含有するので、プレーン
リンス時からドライ時に至るまで、一貫して総合的な感触評価に優れたヘアカラーとなる
。
【００１５】
　本願発明者は、前記した本発明の課題の発生原因が、ウエット状態の毛髪における、（
Ａ）成分の膨張にあると考えた。即ち、（Ａ）成分であるカチオン性ポリマーは、そのイ
オン性から毛髪に対して良好に付着する点もあり、ドライ状態では非常に優れた感触向上
効果を与える。しかし、プレーンリンス時のようなウエット状態では、カチオン性ポリマ
ーが多量の水分を吸着・保持する親水性の特性をもつため、ポリマーが水分により膨潤し
た結果、カチオン性ポリマーを含有しない時と比べれば感触は良くなるものの、十分に満
足のいく感触向上効果とはいえなかった。
【００１６】
　本願発明者は、（Ａ）成分の配合を断念することなく（ドライ時の良好な感触向上効果
を保持しつつ）、ウエット状態においても満足のいく感触が得られるヘアカラーの組成を
追及する過程で、（Ａ）成分に加えて（Ｂ）～（Ｅ）成分を配合することで課題の解決が
可能となることを見出した。（Ａ）成分の配合の技術的意味は上記の通りであるが、その
点は、実施例欄で後述する各実施例と、（Ａ）成分に代えてアニオン性ポリマーであるキ
サンタンガムを同量配合した比較例２との評価の対比により確認できる。
【００１７】
一方、（Ａ）成分に加えて（Ｂ）～（Ｅ）の各成分が課題の解決に必須であることは、以
下の点から確認できる。即ち、（Ｂ）成分に関しては、実施例１４と、（Ｂ）成分を同量
のアニオン性界面活性剤に置換した比較例３との評価の対比により確認できる。（Ｃ）成
分に関しては、実施例１４と、（Ｃ）成分を欠落させた比較例５との評価の対比により確
認できる。（Ｄ）成分に関しては、各実施例と、（Ｄ）成分を欠落させた比較例４との評
価の対比により確認できる。（Ｅ）成分に関しては、各実施例と、（Ｅ）成分を同量のス
テアリン酸に置換した比較例１との評価の対比により確認できる。
【００１８】
　本発明の効果の発現に対する（Ｂ）～（Ｅ）各成分の個々の詳細な作用や相互作用は十
分な解明に至っていない。しかし、これらの各成分が一定の相互作用により、ウエット状
態の毛髪において満足のいく感触向上効果を得ながら、ドライ状態においても、満足のい
く感触向上効果が得られると推定される。
【００１９】
　（第２発明の効果）
　第２発明によれば、（Ａ）成分が塩化ジメチルジアリルアンモニウム単位を含有するポ
リマー、カチオン化セルロース及びカチオン化グアガムから選ばれる１種以上であるため
、本発明の効果の面で、より好ましい。
【００２０】
　（第３発明の効果）
　第３発明によれば、（Ｂ）成分の含有量に対する（Ｄ）成分の含有量の質量比（Ｄ）／
（Ｂ）が１５～１００の範囲内であるため、本発明の効果の面で、より好ましい。
【００２１】
　（第４発明の効果）
　第４発明によれば、（Ｅ）成分の含有量が０．５質量％以上とされているため、本発明
の効果の面で、より好ましい。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に本発明の実施形態をその最良の形態を含めて説明する。本発明の技術的範囲は、
以下の実施形態によって限定されない。
【００２３】
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〔毛髪化粧料組成物のカテゴリー〕
本発明の毛髪化粧料組成物は、主として酸化染毛剤、毛髪脱色剤又は毛髪脱染剤として構
成される。酸化染毛剤、毛髪脱色剤及び毛髪脱染剤はアルカリ剤や過酸化水素等の酸化剤
を含有し、場合によっては更に過硫酸塩等の酸化助剤も含有する。
【００２４】
　また本発明の毛髪化粧料組成物は、（Ａ）カチオン性ポリマーの１種以上、（Ｂ）対イ
オンが塩素又はアルキル硫酸であるカチオン性界面活性剤の１種以上、（Ｃ）炭化水素油
、エステル油、ロウ類及び植物油から選ばれる１種以上、（Ｄ）ノニオン性界面活性剤の
１種以上、（Ｅ）オレイルアルコール及びオレイン酸から選ばれる１種以上、の各成分を
必須成分として含有する。これらの成分について、詳しくは後述する。
【００２５】
  酸化染毛剤、毛髪脱色剤又は毛髪脱染剤として構成される毛髪化粧料組成物は、一般的
にはアルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤からなる２剤式であるが、こ
れらの第１剤や第２剤を更に複数の剤に分割して構成した３剤式以上の多剤式であっても
良く、１剤式として構成しても良い。これらの剤の構成において、（Ａ）成分～（Ｅ）成
分はそれぞれ、任意の単一の剤に配合し、あるいは任意の複数の剤に分散して配合できる
。
【００２６】
  毛髪化粧料組成物の使用前の剤型には基本的に限定がなく、公知の各種剤型を採用でき
る。例えば粉末状や錠剤等の固体状、あるいは水溶液状や乳液状又はジェル状等の非固体
状とすることができる。固体状の剤は使用時に水等の溶媒と混合し、又は水等の溶媒を含
有する他剤と混合する。毛髪化粧料組成物の使用時の剤型は、基本的に上記の非固体状で
あるが、公知の各種の手段で泡状として使用することも可能である。
【００２７】
〔毛髪化粧料組成物の必須成分〕
　（カチオン性ポリマー）
　（Ａ）成分であるカチオン性ポリマーの種類は限定されないが、例えば、ポリマー鎖に
結合したアミノ基又はアンモニウム基を含むか、あるいは塩化ジメチルジアリルアンモニ
ウム単位を含有するポリマーであって水溶性のものが例示される。より具体的には、ジア
リル４級アンモニウム塩重合物、ジアリル４級アンモニウム塩・アクリルアミド共重合物
、カチオン化セルロース、カチオン化グアガム、カチオン性澱粉、４級化ポリビニルピロ
リドン誘導体等が例示される。
　以上の（Ａ）成分の中でも、塩化ジメチルジアリルアンモニウム単位を含有するポリマ
ー、カチオン化セルロース及びカチオン化グアガムから選ばれる１種以上が特に好ましい
。
【００２８】
塩化ジメチルジアリルアンモニウム単位を含有するポリマーとしては、カチオン性のアク
リルアミド・アクリル酸・塩化ジメチルジアリルアンモニウム共重合体、ジアリル４級ア
ンモニウム塩・アクリルアミド共重合体（ルーブリゾール社のマーコート５５０等）、塩
化ジメチルジアリルアンモニウム重合体（ルーブリゾール社のマーコート１００等）等が
挙げられる。
　カチオン化セルロースとしては、ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモ
ニウムクロリド（アクゾノーベル社のセルコートＬ－２００、Ｈ－１００）、ライオン（
株）のレオガードＧ，ＧＰ、ダウケミカル社のポリマーＪＲ－１２５，ＪＲ－４００，Ｊ
Ｒ－３０Ｍ，ＬＲ－４００，ＬＲ－３０Ｍ等が挙げられる。
　カチオン化グアガムとしては塩化Ｏ－［２－ヒドロキシ－３－（トリメチルアンモニオ
）プロピル］グアガム（市販名；ＪＡＧＵＡＲ  ＥＸＣＥＬ；三昌（株）製）等が挙げら
れる。
【００２９】
毛髪化粧料組成物における（Ａ）成分の１種以上の含有量は特に限定されないが、例えば



(6) JP 2017-81898 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

０．０１～１質量％の範囲内、好ましくは０．０５～０．５質量％の範囲内である。
【００３０】
　（対イオンが塩素又はアルキル硫酸であるカチオン性界面活性剤）
　（Ｂ）成分である、対イオンが塩素又はアルキル硫酸であるカチオン性界面活性剤の種
類は限定されないが、対イオンが塩素であるカチオン性界面活性剤としては、例えば、塩
化セチルトリメチルアンモニウム（セトリモニウムクロリド）、塩化ベヘニルトリメチル
アンモニウム（ベヘントリモニウムクロリド）、塩化ラウリルトリメチルアンモニウム、
塩化ステアリルトリメチルアンモニウム（ステアルトリモニウムクロリド）、塩化アルキ
ルトリメチルアンモニウム、塩化ジステアリルジメチルアンモニウム（ジステアリルジモ
ニウムクロリド）、塩化ジココイルジメチルアンモニウム等が例示される。
【００３１】
　一方、対イオンがアルキル硫酸であるカチオン性界面活性剤としては、エチル硫酸ラノ
リン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム、メチル硫酸ベヘニルトリメチル
アンモニウム等が例示される。
【００３２】
　以上の（Ｂ）成分の内、炭素数が１６のものが、前記したプレーンリンス時における毛
髪感触の柔らかさを確保でき、同時に過剰に短鎖でないためカチオン性界面活性剤として
の一般的な感触効果も確保できる点で、特に好ましい。「炭素数が１６」とは、塩化アル
キルメチルアンモニウム型の化学構造において、分子内の飽和長鎖アルキル基の炭素数が
１６であるものをいう。言い換えれば、分子内に複数のアルキル基を持つ場合のそれらの
アルキル基の合計炭素数が１６であるものは、該当しない。
【００３３】
毛髪化粧料組成物における（Ｂ）成分の含有量は特に限定されないが、例えば０．０１～
２質量％の範囲内、より好ましくは０．０５～１質量％の範囲内である。なお、（Ｂ）成
分の含有量と、後述する（Ｄ）成分の含有量との質量比Ｄ／Ｂは１０～１２０の範囲内が
好ましく、１５～１００の範囲内がより好ましい。
【００３４】
　（炭化水素油、エステル油、ロウ類及び植物油）
　（Ｃ）成分である炭化水素油、エステル油、ロウ類及び植物油の種類は限定されないが
、炭化水素油としては、流動イソパラフィン、流動パラフィン、パラフィン、α－オレフ
ィンオリゴマー、ポリイソブテン、水添ポリイソブテン、ミネラルオイル、スクワラン、
ポリブテン、ポリエチレン、マイクロクリスタリンワックス、及びワセリンが例示される
。
　エステル油としては、ミリスチン酸ミリスチル、２－エチルヘキサン酸セチル、アジピ
ン酸ジイソプロピル、ミリスチン酸イソプロピル、ステアリン酸ステアリル、ミリスチン
酸イソトリデシル、リシノール酸オクチルドデシル、１０～３０の炭素数を有する脂肪酸
コレステリル／ラノステリル、乳酸セチル、酢酸ラノリン、ジ－２－エチルヘキサン酸エ
チレングリコール、ペンタエリスリトール脂肪酸エステル等が例示される。
　ロウ類としては、ミツロウ、キャンデリラロウ、カルナウバロウ、ホホバ油、ラノリン
等が例示される。
　植物油としては、グレープシード油、オリーブ油、ツバキ油、シア脂、アーモンド油、
サフラワー油、ヒマワリ油、大豆油、綿実油、ゴマ油、トウモロコシ油、ナタネ油、コメ
ヌカ油、コメ胚芽油、ブドウ種子油、アボカド油、マカデミアナッツ油、ヒマシ油、ヤシ
油、月見草油等が例示される。
【００３５】
毛髪化粧料組成物における（Ｃ）成分の１種以上の含有量は特に限定されないが、例えば
０．５～１５質量％の範囲内、より好ましくは１～１０質量％の範囲内である。また、後
述する実施例１３とその他の実施例との対比から分かるように、（Ｃ）成分の２種以上の
併用は本発明の効果に有利である。
【００３６】
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（ノニオン性界面活性剤）
（Ｄ）成分であるノニオン性界面活性剤の種類は限定されないが、ポリオキシエチレン（
以下、ＰＯＥともいう）アルキルエーテル、ＰＯＥアルキルフェニルエーテル、ＰＯＥ・
ポリオキシプロピレン（以下、ＰＯＰともいう）アルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂
肪酸エステル、ＰＯＥプロピレングリコール脂肪酸エステル、ＰＯＥグリセリルモノ脂肪
酸エステル、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等が例示される。これらは、同種の（Ｄ）成分であって
も、エチレンオキサイド重合数が異なることによりＨＬＢ値等のパラメーターが異なる。
（Ｄ）成分としては、上記以外にも、アルキロールアミド、ＰＯＥ脂肪酸アミド、ショ糖
脂肪酸エステル、アルキルグルコシド、レシチン誘導体水素添加大豆レシチン等が例示さ
れる。
【００３７】
毛髪化粧料組成物における（Ｄ）成分の１種以上の含有量は特に限定されないが、例えば
３～２０質量％の範囲内、好ましくは５～１５質量％の範囲内である。
【００３８】
　（オレイルアルコール及びオレイン酸）
　（Ｅ）成分であるオレイルアルコール及びオレイン酸から選ばれる１種以上の毛髪化粧
料組成物における含有量は特に限定されないが、例えば、好ましくは０．１～１０質量％
の範囲内、より好ましくは０．５～５質量％の範囲内である。
【００３９】
〔毛髪化粧料組成物における必須成分以外の重要成分〕
  （酸化染毛剤の場合）
  酸化染毛剤は、アルカリ剤及び酸化染料を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤か
らなり、毛髪のメラニンを分解し、酸化剤による酸化染料の酸化重合に起因して染毛を行
う。酸化染料は染料中間体及びカプラーに分類される。酸化染料の他に、酸性染料、塩基
性染料、ニトロ染料、天然染料、分散染料等の直接染料を配合することもできる。
【００４０】
  染料中間体としては、例えばフェニレンジアミン類、アミノフェノール類、トルイレン
ジアミン類、ジフェニルアミン類、ジアミノフェニルアミン類、Ｎ－フェニルフェニレン
ジアミン類、ジアミノピリジン類及びそれらの塩類が挙げられる。塩類としては、例えば
塩酸塩、硫酸塩及び酢酸塩等が挙げられる。
具体的には、ｐ－フェニレンジアミン、トルエン－２，５－ジアミン、ｐ－アミノフェノ
ール、Ｎ，Ｎ－ビス（β－ヒドロキシエチル）－ｐ－フェニレンジアミン、Ｎ－（β－ヒ
ドロキシエチル）－Ｎ－エチル－ｐ－フェニレンジアミン、２－（β－ヒドロキシエチル
）－ｐ－フェニレンジアミン及びそれらの塩類が例示される。硫酸－２，２’－〔（４－
（アミノフェニル）イミノ〕ビスエタノールも例示される。
【００４１】
  カプラーは染料中間体と結合することにより発色する化合物であって、必要に応じて第
１剤に含有される。カプラーとしては、例えばレゾルシン、ピロガロール、カテコール、
メタアミノフェノール、メタフェニレンジアミン、２，４－ジアミノフェノール、１，２
，４－ベンゼントリオール、トルエン－３，４－ジアミン、トルエン－２，４－ジアミン
、ハイドロキノン、α－ナフトール、２，６－ジアミノピリジン、１，５－ジヒドロキシ
ナフタレン、５－アミノオルトクレゾール、パラメチルアミノフェノール、２，４－ジア
ミノフェノキシエタノール、没食子酸、タンニン酸、没食子酸エチル、没食子酸メチル、
没食子酸プロピル、五倍子、５－（２－ヒドロキシエチルアミノ）－２－メチルフェノー
ル及びそれらの塩が挙げられる。
【００４２】
  酸化染毛剤中における染料中間体の含有量は好ましくは０．０１～１０質量％、より好
ましくは０．１～５質量％である。
【００４３】
  第１剤は、前記酸化染料以外の染料として、例えば「医薬部外品原料規格２００６統合



(8) JP 2017-81898 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

版（平成２５年１１月２５日発行、薬事日報社）に収載された酸化染料、及び直接染料か
ら選ばれる少なくとも一種を適宜含有してもよい。
【００４４】
  アルカリ剤は、第２剤に含有される酸化剤の作用を促進するとともに、毛髪を膨潤させ
て毛髪への染料の浸透性を向上させることにより、染色性を向上させる。アルカリ剤とし
ては、例えばアンモニア、アルカノールアミン、有機アミン類、無機アルカリ、塩基性ア
ミノ酸、及び硫酸塩が挙げられる。有機アミン類としては、例えば２－アミノ－２－メチ
ル－１，３－プロパンジオール、及びグアニジンが挙げられる。無機アルカリとしては、
例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸アンモ
ニウム、炭酸水素ナトリウム及び炭酸水素アンモニウムが挙げられる。塩基性アミノ酸と
しては、例えばアルギニン及びリジン、並びに塩基性アミノ酸塩が挙げられる。塩基性ア
ミノ酸の塩としては、例えばアンモニウム塩が挙げられる。硫酸塩としては、硫酸アンモ
ニウムが挙げられる。
  アルカリ剤の含有量は、過酸化水素の作用確保、毛髪損傷の抑制等の点から、第１剤及
び第２剤を混合した酸化染毛剤においてｐＨが６～１２の範囲となる量が好ましい。
【００４５】
  第２剤は少なくとも酸化剤を含んでいる。酸化剤は、酸化染料を酸化重合させて発色さ
せる。酸化剤としては、例えば過酸化水素、過酸化尿素、過酸化メラミン、過炭酸ナトリ
ウム、過炭酸カリウム、過ホウ酸ナトリウム、過ホウ酸カリウム、過酸化ナトリウム、過
酸化カリウム、過酸化マグネシウム、過酸化バリウム、過酸化カルシウム、過酸化ストロ
ンチウム、硫酸塩の過酸化水素付加物、リン酸塩の過酸化水素付加物、及び、ピロリン酸
塩の過酸化水素付加物が挙げられる。
  酸化染毛剤中における酸化剤の含有量は、酸化染料の十分な酸化重合、毛髪損傷の抑制
等の点から、０．１～１０．０質量％、特に０．５～８．０質量％であることが好ましい
。
【００４６】
  （毛髪脱色剤の場合）
  毛髪脱色剤は、アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤からなり、毛髪
のメラニンを分解して毛髪を脱色する。毛髪脱色剤は、酸化染料を含有しない点を除けば
、基本的に酸化染毛剤と同様に構成される。
【００４７】
  （毛髪脱染剤の場合）
  毛髪脱染剤は通常は２剤以上の多剤式であって、毛髪の脱色と共に毛髪の脱染(毛髪に
染着した染料の分解)を目的とする。毛髪脱色剤との比較では、第１剤にアルカリ剤を配
合すると共に、更にアルカリ剤の一種である過硫酸塩等の酸化助剤を配合する点が異なる
。
【００４８】
  過硫酸塩としては、過硫酸のアルカリ金属塩が好ましく例示され、過硫酸カリウムある
いは過硫酸ナトリウムがとりわけ好ましく例示される。毛髪脱染剤における過硫酸塩の含
有量は限定されないが、好ましくは２．０～２５質量％の範囲内、より好ましくは３．５
～１８質量％の範囲内である。
【００４９】
〔任意的配合成分〕
　（（Ａ）成分以外のポリマー）
　（Ａ）成分以外のポリマーとしては、ノニオン性ポリマー、アニオン性ポリマー、両性
ポリマーが挙げられる。毛髪化粧料組成物におけるこれらの含有量は限定されないが、０
．０１～５質量％の範囲内が好ましい。ノニオン性ポリマーとして、ヒドロキシエチルセ
ルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチ
ルセルロース、デキストリン、ガラクタン、プルラン、高重合ポリエチレングリコール、
ポリビニルアルコール、ビニルピロリドン、種々のアクリル酸及びメタアクリル酸エステ
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ル、アクリルアミド及びメタアクリルアミドのコポリマー、１００，０００以上の分子量
を有するポリアクリルアミド、ジメチルヒダントインホルムアルデヒド樹脂等が挙げられ
る。
【００５０】
　アニオン性ポリマーとして、キサンタンガム、カラギーナン、アルギン酸ナトリウム、
ペクチン、ファーセラン、アラビアガム、ガッチガム、カラヤガム、トラガントガム及び
カンテン粉末等が挙げられる。セルロースをカルボキシメチル化したカルボキシメチルセ
ルロース等も挙げられる。
【００５１】
　両性ポリマーとして、ポリクオタニウム－２２、ポリクオタニウム－４７、ポリクオタ
ニウム－５３が例示される。更に、Ｎ－メタクリロイルエチルＮ，Ｎ－ジメチルアンモニ
ウムα－Ｎ－メチルカルボキシベタイン・メタクリル酸ブチル共重合体、アクリル酸ヒド
ロキシプロピル・メタクリル酸ブチルアミノエチル・アクリル酸オクチルアミド共重合体
等が挙げられる。
【００５２】
  （（Ｂ）、（Ｄ）成分以外の界面活性剤）
（Ｂ）、（Ｄ）成分以外の界面活性剤としては、（Ｂ）成分以外のカチオン性界面活性剤
、アニオン性界面活性剤、両性界面活性剤が挙げられる。毛髪化粧料組成物におけるこれ
らの含有量は限定されないが、０．０１～１０質量％の範囲内が好ましい。（Ｂ）成分以
外のカチオン性界面活性剤として、対イオンが臭素である４級アンモニウム塩型のカチオ
ン性界面活性剤、例えば臭化セチルトリメチルアンモニウム、臭化ステアリルトリメチル
アンモニウム等が例示される。その他にも、ステアリルトリメチルアンモニウムサッカリ
ン、セチルトリメチルアンモニウムサッカリン等が例示される。
【００５３】
　アニオン性界面活性剤として、ＰＯＥラウリルエーテル硫酸ナトリウム等のアルキルエ
ーテル硫酸塩、ラウリル硫酸ナトリウム、セトステアリル硫酸ナトリウム、セチル硫酸ナ
トリウム等のアルキル硫酸塩、アルケニルエーテル硫酸塩、アルケニル硫酸塩、オレフィ
ンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、飽和又は不飽和脂肪酸塩、アルキル又はアルケ
ニルエーテルカルボン酸塩、α－スルホン脂肪酸塩、ココイルグルタミン酸トリエタノー
ルアミン（ココイルグルタミン酸ＴＥＡ）等のＮ－アシルアミノ酸型界面活性剤、リン酸
モノ又はジエステル型界面活性剤、及びスルホコハク酸エステル等が例示される。これら
の界面活性剤のアニオン基の対イオンとしては、例えばナトリウムイオン、カリウムイオ
ン、及びトリエタノールアミンが挙げられる。
【００５４】
　両性界面活性剤として、脂肪酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン（例えばヤ
シ油脂肪酸アミドプロピルジメチルアミノ酢酸ベタイン）、アルキルジメチルアミノ酢酸
ベタイン（例えばラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン）、Ｎ－アシルアミノエチル－Ｎ
－２－ヒドロキシエチルアミノカルボン酸塩（例えばココアンホ酢酸Ｎａ（Ｎ－ヤシ油脂
肪酸アシル－Ｎ’－カルボキシメチル－Ｎ’－ヒドロキシエチルエチレンジアミン））、
Ｎ－アシルアミノエチル－Ｎ－カルボキシメトキシエチルアミノカルボン酸塩（例えばコ
コアンホジ酢酸Ｎａ）、ヒドロキシアルキル（Ｃ１２－１４）ヒドロキシエチルサルコシ
ン等が挙げられる。
【００５５】
  （（Ｃ）、（Ｅ）成分以外の油性成分）
　（Ｃ）、（Ｅ）成分以外の油性成分としては、オレイルアルコールを除く高級アルコー
ル、シリコーン類、植物油を除く油脂、オレイン酸を除く高級脂肪酸、アルキルグリセリ
ルエーテル等が挙げられる。毛髪化粧料組成物におけるこれらの含有量は限定されないが
、３～２０質量％の範囲内が好ましい。
【００５６】
　オレイルアルコールを除く高級アルコールとしては、ラウリルアルコール、２－オクチ
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ルドデカノール、イソステアリルアルコール、ヘキシルデカノール、リノレイルアルコー
ル、ミリスチルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、セトステアリル
アルコール、ベヘニルアルコール、アラキルアルコール、ラノリンアルコール等が例示さ
れる。
【００５７】
シリコーン類としては、ジメチルポリシロキサン（INCI名：ジメチコン）、ヒドロキシ末
端基を有するジメチルポリシロキサン（INCI名：ジメチコノール）、メチルフェニルポリ
シロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ポリエーテル変性シリコーン、アミノ
変性シリコーン、ベタイン変性シリコーン、アルキル変性シリコーン、アルコキシ変性シ
リコーン、メルカプト変性シリコーン、カルボキシ変性シリコーン、フッ素変性シリコー
ン等が挙げられる。ポリエーテル変性シリコーンとしては、ＰＯＥ・メチルポリシロキサ
ン共重合体（PEG-10ジメチコン）等が挙げられる。
【００５８】
　植物油を除く油脂としては、牛脂等が挙げられる。
【００５９】
　オレイン酸を除く高級脂肪酸としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ス
テアリン酸、ベヘニン酸、イソステアリン酸、１２－ヒドロキシステアリン酸、ラノリン
脂肪酸等が挙げられる。
【００６０】
　アルキルグリセリルエーテルとしては、バチルアルコール、キミルアルコール、セラキ
ルアルコール、及びイソステアリルグリセリルエーテル等が挙げられる。
【００６１】
  毛髪化粧料組成物には上記成分以外にも、ｐＨ調整剤、糖類、溶剤、多価アルコール、
キレート剤、分散剤、安定剤、植物抽出物、生薬抽出物、ビタミン類、香料、紫外線吸収
剤等を適宜に選択して含有させても良い。
【００６２】
（多価アルコール）
  多価アルコールとしては、例えばエチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエ
チレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリ
コール、イソプレングリコール、１，３－ブチレングリコール、グリセリン、ジグリセリ
ン、及びポリグリセリン等が挙げられる。
【実施例】
【００６３】
  以下に本発明の実施例及び比較例を説明する。本発明の技術的範囲はこれらの実施例及
び比較例によって限定されない。
【００６４】
  〔２剤式毛髪脱色剤及び２剤式酸化染毛剤の構成〕
  末尾の表１に示す実施例１～１４に係る組成の２剤式毛髪脱色剤の第１剤を常法に従っ
て調製し、評価した。また、末尾の表２に示す比較例１～５に係る組成の同じく第１剤を
常法に従って調製し、評価した。表１及び表２中の各成分の含有量を示す数値の単位は質
量％であり、かつ第１剤中の質量％数である。
　また、表示はしないが、前記実施例１～１４及び比較例１～５に係る２剤式毛髪脱色剤
の第１剤に後述する酸化染料を配合した実施例１５～２８及び比較例６～１０を酸化染毛
剤として調製し、評価した。
【００６５】
　表１及び表２に記載した成分名に関して述べると、オレイン酸及びオレイルアルコール
は本発明の（Ｅ）成分であり、ステアリン酸は（Ｅ）成分に対する比較用の成分として用
いている。ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド及び塩化
ジメチルジアリルアンモニウム重合体は本発明の（Ａ）成分である。アニオン性ポリマー
であるキサンタンガムは（Ａ）成分に対する比較用の成分として用いている。
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　アニオン性界面活性剤であるポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウムは（
Ｂ）成分に対する比較用の成分として用いている。ポリオキシエチレン（２）セチルエー
テル、ポリオキシエチレン（５．５）セチルエーテル及びポリオキシエチレン（３０）セ
チルエーテルはいずれも本発明の（Ｄ）成分である。又、流動イソパラフィン、２－エチ
ルヘキサン酸セチル、ミツロウ、ラノリン、オリーブ油はいずれも本発明の（Ｃ）成分で
ある。
【００６７】
　次に、上記実施例及び比較例では、いずれも同一組成の第２剤を用いている。その第２
剤の組成を以下に示す。各成分の含有量を示す数値は第２剤中の質量％数である。
第２剤組成
セタノール　　　　　　　　　　　　　　  　 　  　  ４質量％
ポリオキシエチレンステアリルエーテル　　　   　０．５質量％
ポリオキシエチレンセチルエーテル　　　　　  　 ０．５質量％
Ｎ－ステアロイル－Ｎ－メチルタウリンナトリウム０．１質量％
ヒドロキシエタンジホスホン酸　　　　　　  　 　０．１質量％
ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム　   　０．１質量％
フェノキシエタノール　　　　　　　　　　　   　０．１質量％
３５％過酸化水素　　　　　　　　　　　　   　１６．５質量％
精製水　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　       残部
【００６８】
  〔２剤式毛髪脱色剤の評価〕
　実施例１～１４及び比較例１～５に係る２剤式毛髪脱色剤の第１剤をそれぞれ上記組成
の第２剤と１：１の質量比で混合し、感触評価用毛束１０グラムに対し、３０グラムの割
合で均一に塗布した。そして３０℃の温度条件下で３０分間放置した後、プレーンリンス
を行って毛髪脱色剤を洗い流し、その洗い流し時の感触を評価した。
【００６９】
　洗い流し時の感触の評価は、「指通り」だけではなく、「柔らかさ（弾力感）」、「厚
み感」、「滑らかさ」等も加えてトータルに評価した。評価基準のランク付けは「感触が
非常に良い」場合を◎、「感触が良い」場合を○、「感触が良くも悪くもない」場合を△
、「感触が悪い」場合を×とした。
【００７０】
官能評価の客観性を担保するため１０名のパネラーに評価させ、評価結果を集計して、各
実施例、比較例ごとに最も多かった評価ランクを採用した。最多評価ランクが２通りに割
れた場合は相対的に悪い方の評価ランクとした。評価結果を表１、２の「洗い流し時の感
触」の欄に示す。
【００７１】
　上記の評価に引き続いて、プレーンリンスを終えた各実施例、比較例に係る感触評価用
毛束について、「プロマスターカラーケアＬＸ  スタイリッシュライン」（ホーユー株式
会社製）を用いてシャンプー、トリートメントを行なった後、ドライヤーで乾かし、ドラ
イ後の感触の評価を洗い流し時と同じ評価の方法、基準により上記１０名のパネラーに評
価させ、評価結果を同様に集計して各実施例、比較例ごとに評価ランクを決定した。評価
結果を表１、２の「ドライ後の感触」の欄に示す。
【００７２】
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【表１】

【００７３】



(13) JP 2017-81898 A 2017.5.18

10

20

30

40

50

尚、表１における実施例１の（Ａ）成分、「ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリ
ルアンモニウムクロリド」をカチオン化グアガムである「塩化Ｏ－［２－ヒドロキシ－３
－（トリメチルアンモニオ）プロピル］グアガム」に替えて評価した場合であっても、実
施例１と同等の効果が得られた。
【００７４】
【表２】

【００７５】
尚、各実施例及び比較例に酸化染料（ｐ－フェニレンジアミン０．１質量％、レゾルシン
０．３質量％、ｐ－アミノフェノール０．０５質量％、５－アミノオルトクレゾール０．
０５質量％、塩酸２，４－ジアミノフェノキシエタノール０．０３質量％）を配合した実
施例１５～２８及び比較例６～１０を調製、評価した所、本発明の効果は酸化染料の有無
には依存せず、実施例１～１４及び比較例１～５と同等の結果が得られた。
 
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明によれば、ヘアカラー施術途中のプレーンリンス時から施術後のドライ時に至る
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